
旗振り役の重大な不正 
 

写真は朝日新聞 8月 29 日朝刊。1面に「障害者雇用 実際は半数」と大きな見出し。その

下は、野党合同ヒアリングで意見を述べる出席者（28 日午後、国会内）。 

なんとも酷いことが。障害をもつ知人は、いったい、何を

信じればいいのかと。障害者雇用の水増し、不正について、

東京新聞 6月 18 日の社説は、標題のように厳しく批判する。 

リードから―あきれた不祥事だ。中央省庁が 40 年以上にわ

たり雇用する障害者の数を水増ししていた。国は率先して障

害者の働く場を広げることが責務のはずだ。旗振り役が逆に

信頼を裏切ってどうする。 

障害者福祉に熱心な大分県杵築市の永松悟市長からこんな

話を聞いた。 

特別養護老人ホームで働く知的障害の職員は入居者から人

気があるそうだ。入居者との散歩も食事介助も相手に合わせ

てゆっくりやるように指示すると決して手を引いて速く歩い

たり、食事をせかしたりしない。職員が休むと入居者たちが

心配するそうだ。 

人気の秘密に納得する。能力を見極め適切に仕事をマッチングすれば、持っている力を

発揮する。要は雇用側の意識の問題だ。 

永松市長は「できないと思った先入観の損失がいかに大きいか、それに気付くべきだ」

と語る。 

思いにうなずく。 

求められる雇用をせず数の水増しで偽装する行為は、国が障害者を足手まといな存在だ

と言っていることと同じだ。 

言語道断である。 

障害者雇用促進法は、差別を禁止し障害者の就労を広げるため国や自治体、企業に一定

割合以上の障害者の雇用を義務付けている。原則として身体障害者手帳などを持つ人が対

象だ。 

法定雇用率を達成できない企業からは納付金を徴収する対応を求めているのに、手本と

なるべき省庁は厚生労働省に報告をするだけで実態把握が不十分だった。早急にそれを調

べ公表すべきだ。 

働く障害者は年々増え、50 万人に迫る。企業の半数が法定の雇用率を達成している。今

年 4 月から雇用率は引き上げられ精神障害者も対象に加えた。さらなる就労拡大に取り組

む大事な時機だけに、企業や障害者の信頼を失うことは避けなければならない。 

省庁での雇用が進まない理由に拘束時間が長いことや国会対応など突発的な業務が多い



ことが指摘されている。それなら出産などでやめてしまうからと女性入学者を制限してい

た東京医科大の発想と同じだ。言い訳にならない。 

肝心なのは、誰でも能力を生かし働ける環境の整備だ。障害者以外にも家族の介護や闘

病をしながら懸命に働く人がいる。増える高齢者も長く働き続けられるような職場が求め

られている。政府は「働き方改革」を掲げるが、言っていることとやっていることが違い

過ぎないか。 

 

東京新聞 8月 17 日「解説」から―就労が想定より広がらないという現状を隠蔽して、障

害のある人の能力を国でどう生かすか真摯に議論する機会を自らつぶしてきたとも言える。

森友学園を巡る文書改ざんやイラク派遣部隊の日報隠蔽、文部科学省の汚職事件など不祥

事が相次ぐ中、行政の一層の信頼失墜は避けられない。 

 

                               (2018年 8月 29日) 


